
発注案件名

契約金額

見積書徴取状況 １社（業者指定）

その他
特記事項

随意契約
の理由

　池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎が入居するサンシャイン60の工事については、所
有者から上記業者が指定されているため。

根拠法令 　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当するため

予定価格及び
積算内訳

予定価格 ¥5,674,256

契約業者名
及び住所

株式会社 サンシャインシティ・ビルマネジメント
 （ 東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマート9階 ）

随意契約理由書

池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎
レイアウト変更工事

要求部署名
東 京 労 働 局
総 務 部 会 計 課

発注（契約）
内　　容

　建築（内装）工事

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

　今後のハローワークシステムの更改を控え、これまで以上に職業相談窓口の活性化と求
人充足対策の取り組み強化を図る必要があり、組織体制・業務の見直しを行った結果、機
動的かつ機能的に業務を進めていくための環境整備が必要となったため。

¥5,460,480 契約年月日 平成30年2月8日



案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

予定価格及び
積算内訳

当該業者は、現行使用機器のメーカーであるメルテック㈱の唯一の代理店窓口とし
て取引を行っており、部材の取り扱会いを行う業者であることから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

平成30年2月13日

　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当
するため

株式会社No.1　　　東京都千代田区内幸町１－５－２

職業安定部

随意契約理由書

¥2,030,400円

渋谷公共職業安定所外３拠点における音
声付順番表示器の設定変更等

要求部署名

契約年月日

渋谷公共職業安定所外３拠点における音声付順番表示器の設定変更等

その他
特記事項

¥2,030,400円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社

平成３０年度に向けた組織・業務の見直し結果を踏まえた各公共職業安定所のレイ
アウト変更に伴い、現行使用している機器は引き続き使用することとするが、既存
の設定・配置では対応できず、新レイアウト上必要となるもの等について、必要最
低限にて設定変更・移設・増設等を行う必要があるため。



案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

予定価格及び
積算内訳

　
当該業者は、現行使用什器のメーカーであり、設置作業も当該業者が行ったことか
ら、組換えや新規購入する部材との連結作業を確実かつ迅速に対応できる唯一の業
者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

平成30年2月22日

　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当
するため

株式会社岡村製作所　　　東京都千代田区丸の内２－１－１

職業安定部

随意契約理由書

¥1,395,468円

池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎に
おけるパーテーションの組換え及び増設

要求部署名

契約年月日

池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎におけるパーテーションの組換え
及び増設

その他
特記事項

¥1,395,468円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社

平成３０年３月の池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎のレイアウト変更に伴い、
現行使用している衝立を引き続き使用することとするが、現行のままでは新規レイ
アウトに対応できず、個人情報の保護、防犯面等の観点から、必要最低限にて増設
を行う必要があるため。



案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

予定価格及び
積算内訳

　
　当該業者は、現行使用機器のメーカーであり、部材の製造等を行う唯一の業者であ
ることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

平成30年2月23日

　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当す
るため

株式会社明光商会　　　中央区八丁堀４－６－１

職業安定部

随意契約理由書

¥1,195,344円

足立公共職業安定所外１拠点における音
声付順番表示器の設定変更等

要求部署名

契約年月日

足立公共職業安定所外１拠点における音声付順番表示器の設定変更等

その他
特記事項

¥1,195,344円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社

平成３０年度に向けた組織・業務の見直し結果を踏まえた各公共職業安定所のレイア
ウト変更に伴い、現行使用している機器は引き続き使用することとするが、既存の設
定・配置では対応できず、新レイアウト上必要となるもの等について、必要最低限に
て設定変更・移設・増設等を行う必要があるため。



案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

予定価格及び
積算内訳

　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当す
るため

その他
特記事項

1,490,400円

１社（業者指定）

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

シャープマーケティングジャパン株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

随意契約
の理由

根拠法令

当該業者は、訓練システムの開発業者であり、著作権も当該業者に帰属していること
から、一連の作業の実施や動作確認については、他の業者では作業不可能であるため
業者指定するものとする

職業安定部

随意契約理由書

1,490,400円

訓練システムの移設作業に係るＬＡＮ配
線工事及びプログラム改修

要求部署名

契約年月日

訓練システムの移設作業に係るＬＡＮ配線工事及びプログラム改修

平成29年11月30日付け「平成30年度に向けた組織・業務の見直し結果を踏まえた公共
職業安定所庁舎の整備計画について」によるレイアウト変更に伴う訓練システムの移
設を実施する。また平成28年度行政事務簡素・合理化要望により、訓練システムにお
ける就職データ入力の統一・簡素化の要望がなされたところである。このため、訓練
システム改修を実施し、就職状況報告書等の項目に合わせて就職経路及び雇用経路欄
の選択項目を追加することで業務の簡素化を図る。

平成30年2月26日

発注（契約）
内     容


